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ュ ・ 問題の提起 

白 め 企業制度の主役を 演じている営利企業 

・ ( 以下たんに「企業」または「会社」とし ぅ ) 

は，利潤の追求を 動機とし，社会的福祉の 増進 

を 使命として運営されている。 最近において 

は，企業のこの 後者の特質を 社会的責任という 

概念をもってとらえていることほ 周知のとおり 

であ る。 企業の社会的責任とは ， これを端的に 

言い表わすならば ，企業という 経営活動主体が 

これをとりまく 利害関係者ひいては 社会全体に 

対して，種々な 形で福祉の増進をはからなけれ 

ばならない責務を 意味している。 企業は広く社 

会一般に種々の 側面にわたって 役立ち，貢献す 

ることによってはじめてその 社会的な存在理由 

  を認められるのであ る。 

しかしながらときに 企業が，その 本来の社会 

的使命に反して ，企業行動を 通じて，その 利害 

関係者や社会全体に 対して，福祉の 増進に貢献 

するどころか ，逆に種々な 形で被害や損害を 与 

えるような場合も 少なからず見受げられる ，企 

業がその利害関係者や 社会一般に対して 種々な 

形で被害や損害を 与える行為を 会社犯罪 (cor- 

po て ;ate crime o て violence) とよん・でいる cD: 。 

さきに述べた 企業の社会的責任の 遂行という本 

来の責務の遂行を 正の行動とするならば ，会社 

犯罪はまさに 負の行動と特徴づけることができ 

る。 現実の企業社会においては ，企業はこの 正 

・の行動を遂行しながらも ， これと並行して 負の 

行動を実施していることが 歩 くない。 た ・とえば 

経済社会においてリーダーシッブを 発揮・ し，同 

際 的にも よく 知られている 有力で巨大な 企業 

が，片方において 会社ぐるみで 企業機密を不正 

に入手したり ，脱税をして 摘発される等という 

ことが決して 珍 らしいことではないからであ 

る。 会社犯罪 仁 ついての研究 は ，企業の社会的 

責任についての 研究を企業の 陽の側面に関する 

ものであ るとするならば ，まさに陰の 側面を取 

扱 う ことにほかならない。 すなわち会社犯罪に 

ついての研究も 結局は企業の 社会的責任の 問題 

に 帰属するものとみることができるのであ る。 

社会的責任論 は 本来，企業の 正の行動を研究対 

象とすると同時に ， 負の行動すなわち 会社犯罪 

をも取扱うことによって ，はじめて完全なもの 

となりうると 思われる。 本稿における 研究課題 

はまさにこのような 問題領域に属するものであ 

ると考えている。 会社犯罪という 語から，本稿 

が一見会社のおかす 違法行為を法的に 追究する 

もののようにとられるかもしれないが ，その内 

容は双述のごときものであ ることを最初にはっ 

きりとことわっておぎたいと は、 ぅ 。 この点は後 

述する会社犯罪の 概念の定義にさいしても 充分 

に明らかにする 積りであ る。 

企業を舞台として ， より厳密にほ ，企業が主 

体 となって行われる 犯罪ほ，世界各国いだると 

ころにおいて 発生しており ，常にジャーナリズ 

ム 仁 話題を提供し ，人々の関心を 集めてやまな 

い。 会社犯罪と よ ばれるこの種の 事件，すなわ 

ち負の企業行動は ，その発生件数が 多く，また 

その形態も複雑多岐にわたっている。 そして会 

社犯罪が発生するたびに ，それは会社の 株主， 

債権 者，従業員，消費者，地域住民等の 利害関 

係者や国家社会，会社それ 自体等広い範囲にわ 
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たって ， 様々な形で被苫や 損害等を及ぼしてい 

る。 これらの被害や 損害等は， これを全国的 

に， さらにまた世界的に 測定したならば ，膨大 

なものとなるであ ろうことは想像に 難くない。 

会社犯罪によって 生ずる被害や 損害が財産的 損 

失 ，身体的損傷，環境破壊等様々な 形態をとる 

こともまた大きな 特徴をなしている。 会社犯罪 

はまた企業 v こお げる資材の購入，商品や 製品の 

販売等マーケティンバ ，資金の調達や 運用， コ 

ンピ，一タ・システム ，企業経理，研究開発等 

等 企業の経営活動のあ らゆる側面にわたって 行 

われているのが 一般的であ る。 

このように会社犯罪においては ，その発生形 

態，被害の形態，被害者等が 広い範囲に及んで 

おり， しかもそれがますます 拡大する傾向をも 

ち， またこれによって 惹起される社会的，個人 

的被害や損失もはかり 知れない金額や 総量とな 

るために， これに関する 研究にさいしては ，そ 

の防止が国民経済的にもまた 国際経済的にも 窮 

極の目的とされなければならない。 それ以外に 

も会社犯罪の 実態を広く探究し ，その特質を 究 

明することには 多くの意義や 効果を見出すこと 

ができると思われる。 会社犯罪についての 研究 

の主な意義を 利挙するならば ，次のようになる 

であ ろう。 

まず第一に，会社犯罪についての 研究は，刑 

法，行政法，民法等法律の 立場からの捜査，裁 

判，損害賠償，行政指導，法律の 改正や新たな 

立法等の角度からみて ，有効な情報や 知識を提 

供することが 可能であ る。 すなわち各種の 会社 

犯罪の中で現行法 仁 違反するものについては ， 

その犯罪の実態を 分析し ， 明らかにすることに 

よって，今後における 犯罪の発生にさいしての 

捜査が円滑にすすめられるようになるであ ろう 

し，その結果としての 法律的処理も 容易になる 

ことであ ろう。 過去の犯罪事実を 適切に分析 

し，理解することによって ，将来において 発生 

するかも知れない 犯罪に対する 予防措置を講 

じ ，また発生した 場合の犯罪に 対する法律的処 

理を容易になし ぅ るからであ る。 

第二に，会社犯罪が 資材や商品の 購入，研究 

開発，マーケティンバ 等経営諸活動に 関するも 

のであ る場合には，経営管理組織の 改善・整備 

のための基礎データがえられることになる。 と 

りわけ会社犯罪が 内部牽制制度や 内部統制組織 

など経営管理組織における 不備や欠陥を 突いて 

行われるものの 場合には，管理組織のあ るべき 

姿が犯罪に関する 基礎研究を通じて 明らかにさ 

れ ぅ るであ ろう。 このような問題は ， 内部監査 

制度の改善，監査役による 業務監査の強化，経 
営コンサルタントに よ る経営指導等に 深いかか 

わりをもっている。 

第三に，会社犯罪が 経理に関するもの ，たと 

えば粉飾決算や 経理不正などであ る場合には， 

これを分析することにより ，会計システムの 整 

備・改善，会計監査制度の 強化・拡充等のため 

の基礎データが 提供されることになる。 会計シ 

ステムの整備・ 改善は個々の 会社についての 問 

題であ り，会社犯罪のうち 経理に関するものを 

根本的に分析することにより ，企業内における 

会計管理体制のあ るべき姿が示唆されよ う 。 ま 

た 会計監査制度の 強化・拡充は 一国における 会 

計制度の問題であ り，犯罪の分析によって ，粉 

飾 決算等の防止や 発見法を制度的に 改善するた 

めの方策が樹立され ぅ るものと考えられる。 こ 

の問題は監査役監査，公認会計士や 監査法人に 

よる外部監査，内部監査制度の 整備等に結びつ 

くものであ る。 

第四に，最近しばしば 発生するものとしてコ 

ンビュータ・システムをめぐる 犯罪が衆目を 集 

めている。 コンピュータに 記憶されている ，育親 

を 盗み出したり ，コンピュータの 記録を消すと 

いうよ 5 な 問題であ る。 さらにまた会社経理が 

コンピュータを 中心に実施されることによっ 

て ，会計記録が 磁気テープ・ ドラム・ディスク 

等において行われることとなって ，会計監査の 

テクニックが 一変してしまっているのが 現状で 

あ る。 このようにコンピュータの 利用と管理を 

めぐって，これまでにない 斬 らしい問題が 生起 

しつつあ る。 そこでコンピュータをめぐる 会社 
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犯罪を分析し 究明することによって ， この種 

の問題に対する 予防対策および 処理の方策を 樹 

立する通が開けるものと 思われる。 

脱税問題は先進諸覚国では ，納税苗の社会的 

仁 頼や名誉を失墜させる 道徳的犯罪としても 車 

要 税されており ，社会的に非常に 厳しい目で入 

られている " 。 そこで第五に ，脱税事件に 関す 

る研究 は ，脱税の丁口を 解析するものであ り， 

脱税の予防や 発見等に資する 点が大であ る。 脱 

税は ，納税すべ き 税金を回避するという 財務的 

犯罪てあ ると同時に，脱税者の 名誉や社会的 仁 

用にかかわるものであ ることをとくに 強調して 

おきだいと思 う 。 

会社犯罪についての 研究は，企業をめくる 社 

全科学諸領域の 原点とな，ているといっても 過 

，では ない。 そこで本稿においては ，会社犯罪 

に関する基本的な 問題について 検討を加えるこ 

とにしだい，まず 研究の枠組を 確立する意味に 

おいて， 会社犯罪の概念規定を 行 う 。 これを 受 

けて次に会社犯罪の ， ，ターンにつぎ 犯罪主体， 

被害 老 ，被害の形態等に 分けて考察を 行 う 。 そ 

してこ " らの基礎的考察を 前提として，会社犯 

罪の研究におけるいくつかの 問題点を指摘し 

て ，今後の研究課題を 示唆することに 2 0 ， む 

すびに代えたいと 考えている。 

2. 会社犯罪の概念 

会社犯罪を研究の 対象とするにあ た，ては， 

まずこれについて 概念規定を行い ， さらにこれ・ 

と類似する概念との 相違を明らかにしておく 必 

要があ る。 それは，研究に 着手するにあ たり， 

このような作業をしておくことによって ，研究 

対象の範囲を 限定することがで き ，その上問題 

事項について ， これが研究の 対象となり ぅ るも 

のであ るかどうかの 判断を下すための 規準が設 

定されることになるからであ る。 したがって 研 

究の出発にさいしての 概念規定は，取扱 う べ き 

問題の範囲の 画定に役立ち ぅ るものでひとまず 

充分であ るといえる。 その後研究が 進展して 成 

果 があ がり，あ らためて会社犯罪に 関する 問 ．題 

を学問的に体系化する 段階にだちいだった 時 

に，研究成果をふまえ ， より厳密な定義を 行 う 

ことが必要となるであ ろう。 そのような意味に 

おいて， ここでの概念規定は 研究に着手するに 

あ たっての定義であ るところから ， 会社犯罪に 

ついての研究対象の 範囲を画定することを 当面 

の目的としてなされるものであ ることをあ らか 

じめことわっておぎたい。 そこでまずこのよう 

な 趣旨にそって 会社犯罪についての 概念規定を 

行い， さらにこれとの 関係において ，広く一般 

に犯罪とよばれている 通常の概念との 相違を明 

らかにしよう。 

(,) 会社犯罪の概念規定 

本稿においては ，第一節において 述べた企業 

の社会的責任についての 研究の - 環 としての会 

社犯罪に関する 研究であ るという性格およびそ 

の意義ないし 効果との関連を 重視するところか 

ら ， また研究に着手するにさいして 行う概俳規 

定でもあ るが故に，この 概念を ， 上の趣旨に沿 

いつつも， さらになおできるだけ 広義にとらえ 

ることにし， したがってだんに 各種の法律に 違 

反する行為だけではなく ，社会道徳や 慣習に反 

する行為をも 包含 しぅるよう に規定したいと 居 、 

ぅ 。 このようなスタンスに 立って，本稿でほ ， 

会社犯罪を次のように 定義することにする㈲。 

すなわち 

「会社犯罪とは ，会社の社長や 取締役のごと 

ぎ経営者個人，会社ぐるみ ，会社間の共謀，管 

理職や従業員個人等，会社それ 自体または会社 

内部の人間を 主体として，計画的，意図的に ， 

または不行届に ，実施することによって ，会社 

自体，会社をめぐる 各種の利害関係者，国家社 
会等に対して ，財産，身体，名誉， 信用，制度 

的価値観等を 傷つげる形で ，被害や損害等を 及 

。 ます行為であ る。 」と。 

次にこの定義をさらに 敷街 することにしよ 

  
この定義においては ，会社犯罪の 主体，犯罪 
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行為の性格，被害者，被害や 損害の性格などが 

要素となっており ，それぞれの 要素ごとに範囲 

が示され， しかも各要素ごとにできる 限りその 

範囲を広く設定しようとしている。 通常犯罪と 

いう場合には ，刑法，行政法，民法等の 法律に 

違反する行為を 意味している。 だがここに問題 

とする会社犯罪は ，既述のごとく ， これら法律 

に違反する行為だけに 限定することなく ，これ 
を含みながらも ， これをさらにこえて ，会社が 

主体となり，利害関係者や 社会全体に対して 損 

害等をもたらす 行為をすべて 包摂していること 

を特徴としている。 この場合とくに 会社犯罪を 

企業の社会的責任の 遂行という正の 行動に対す 

る負の行動ととしてとらえるところから ，犯罪 

主体は会社またはその 構成員であ ることに限定 

することが必要であ る。 そしてまたその 被害老 

を企業をとりまく 利害関係者，社会全体および 

会社それ自体としておかなければならない。 な 

お会社それ自体を 被害者とすることについてほ 

説明を要するので ，これについては 改めて後述 

することにしたい。 

このような定義に 整合するかどうかという 点、 

から，会社犯罪における 犯罪とい 5 語の意味を 

も う 一度詳しく検討しなおすことにしよう。 

crime と L. 、 ぅ 意味での犯罪は 法律的に処罰の 対 

象となる罪という 語義を有するので ， ここにお 

いてはあ まりにも狭義にすぎるものであ る。 そ 

こで法律だけではなく ，道徳や慣習などにも 反 

する行為をすべて 包含 しぅるよ り広義の概念を 

用いようとするならば ，法律，道徳，慣習など 

のすべてに反することを 表わす o Ⅱ ense という 

語に相当する「違反」とか「反則」とし ， た 語 

がここでは適当ではないかと 思われる。 したが 

って会社犯罪という 語を別な表現にて 言い表わ 

すならば， 「会社それ自体またはその 構成員が 

主体となって 行われる法律，道徳，慣習などに 

対する違反行為または 反則行為」というのが ， 

前述の定義に 沿っだものといえ よう 。 だがそれ 

ではあ まりにも 長 ぎにすぎて不便であ るところ 

から，本稿では ， 「会社犯罪」という 手短かな 

用語を使用することにする。 なお上述の定義に 

含まれる諸要件の 詳細については ， 次説 におい 

て取扱 う ことにしたい。 

㈹ 会社犯罪と通常の 犯罪 

上に述べた会社犯罪についての 定義からすで 

にあ る程度理解できる よう に，会社犯罪と 通常 

の犯罪との間には ，数々の相違がみとめられ 

る。 まず第一に，被害者または 犠牲者が犯罪の 

被害を受けていることを ，その段階において ， 

気付いているか 否かの点があ げられる。 一般の 

犯罪においてほ ，詐欺などの 場合を除いて ，被 

害者が犯罪の 犠牲になっていることに 気付いて 

いるのが普通であ るが， これに対して 会社犯罪 

の場合， 被害者が犯罪の 行われているときには ， 

それに気付いていないのが 一般的であ る。 後者 

の場合には，被害にあ っていることを 後になっ 

て知ることが 多いために，犯罪の 行われている 

最中に知ってこれを 回避することがでぎず ，被 

害を受けた後になってはじめて ，被害や損害の 

生じていることを 認識し， これに対する 損害賠 

償や補償の要求を 行 う のが一般的であ る。 

次に会社犯罪の 加害者すなわち 犯罪主体につ 

いてみると，一般の 犯罪の場合には ，社会の底 

辺に存在する 個人やそのバループであ る場合が 

多いが，会社犯罪の 場合には，社会的に 一定の 

地位を有する 企業人やその 集団であ る会社その 

ものが主体となる。 そのために会社犯罪は ホヮ 

ィト ・カラ一の犯罪 (white colIer cr ㎞ e) とし 

て特徴づけられている " 。 また一般犯罪は ，知 

能犯に よ ることもあ れば，理性を 失った人達に 

よって惹起される 場合もあ るが， これに対して 

会社犯罪は，すべてが 知能犯によって 行われ 

る。 会社犯罪がホワイト・カラ 一の犯罪と よ ば 

れるのえんもそこにあ る。 

一般犯罪と会社犯罪との 相違の第三は ，犯罪 

仁 よる被害や損害の 額または程度のちがいであ 

る 。 一般犯罪は特定の 個人やそのバループとい 

う少数の人々に よ るものであ るから，それに よ 

る被害や損害の 額，犠牲の度合などは 限られた 
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程度にとどまる 場合が多い。 これに対して 会社 

犯罪の場合にほ ，一般に被宮や 損 宙の額は相当 

額にの。 まり，犠牲の 度合も著しい。 そしてさら 

に会社犯罪は 社会における 倫理感を狂わせ ， さ 

らに資本主義的自由企業制度を 前提としだ価値 

感 に大きな影響を 及ぼすことも 歩 くない。 とり 

わけ自由な経済競争や 市場経済機構のような 自 

由企業制度を 基礎 づ げているルールが 無視され 

るような場合には ，制度の存在そのものがおび 

やかされるおそれさえも 生ずることがあ る。 

3. 会社犯罪の分類 

会社犯罪ほ， これを種々の 視点 ょ 9 分類する 

ことができる。 ここでは前節に 述べた会社犯罪 

についての定義を 受けて，加害者すなわち 犯罪 

主体の種類，被害者別分類および 被害の形態別 

の分類の 3 つの側面について ，その内容を 明ら 

かにしだいと は、 ぅ 。 

㈲ 犯罪主体利分類 

さきに述べた 会社犯罪についての 概念規定に 

よ れば，会社犯罪の 主体 は ，会社それ自体まだ 

はその構成員であ ることを特徴とした。 具体的 

ほ ほ，社長や取締役など 企業の トソブ ・マネジ 

メント，社長をはじめとする 会社ぐるみ，共謀 

した複数の会社，管理職や 従業員個人またはそ 

の グルーブ等種々のものが 会社犯罪の主体とし 

てあ げられる。 以下それぞれについて 考察する 

ことにしょう。 

1)  社長や取締役等経営者による 犯罪 

会社の取締役社長や 取締役等の ト，ブ ・マネ 、 

、 ジメントは企業の 全般的活動について 意思決定 

の権 限を有しており ，また株主総会が 形骸化し 

ているわが国の 企業にあ っては， これらの ソ、 々 

をコントロールすることは 容易ではない。 現行 

商法の規定によれば ，監査役は，取締役が 会社 

0 目的の範囲外の 行為やその他法令・ 定款に違 

反する行為を 行って，会社に 著しい損害をもた 

らすおそれのあ る場合にほ，取締役にぞの 行為 

を 止めるよ う 請求することができるよ う になっ 

ている ( 商法第 275 条の 2, 第 1 項 ) 。 このよ 

うに取締役による 行為 は 法的にほ一応監査役に 

よってチェックすることができるのであ るが， 

取締役の監査役に 対する会社内における 実質的 

な 力関係などからすれば ，取締役による 行為が 

監査役によって 完全に抑制できるかどうか ほ 疑 

問であ るような場合が 少なくない。 

ト，ブ ・マネジメントによる 会社犯罪の " と 

しては， 商慣習としての 売上割戻し (rebate) 

の仏日 9 着服，他社からの 商品・製品・ 原材料等 

の仕入れにさいしての 取引先と結託した 仕入価 

格の割か け ・上のせ， 自分の関係する 他社の利 

益のために， 自社の利益を 犠牲にすること ， 粉 

飾 決算等をあ げることができる。 ト，ブ ・マネ 、 

ジメントに よ る犯罪行為は 大がかりな規模で 行 

われ，その結果としての 被害や損害額も 巨額に 

のばる可能性をもっている。 

2)  会社ぐるみの 犯罪 

これは ト，プ ・マネジメントがリーダーシッ   

プをとり，会社が 打って一丸となって 行われる 

ものであ ることを特徴としている。 1) の場合と 

異なるの ほ ， トップ・マネジメント だ げによっ 

て 行われるのではなく ，管理職や従業員をも 含 

めて組織的に 行われる点にあ る。 このように組 

織的に行われるものであ るところから ，その効 

果が著しく，犯罪の 規模も大がかりなものとな 

りぅる 。 この種の会社犯罪にほ ， 他 企業の機密 

を盗んだり，不正な 手段でこれを 入手する産業 
ス " ィ ，公害防止施設を 設置しない製造業がひ 

き おこす環境破壊，有害な 商品や食品添加物の 

製造・販売，倒産ないし 計画倒産，商品の 管理 

価格の設定，管理不行届に よ る事故や災害， コ 

ンピ ， 一タを利用した 情報の不正入手等があ 

る。 

3)  複数の会社が 共謀して行 う 犯罪 

これは 2 つ以上の会社が 共に相謀って 行 う 犯 

罪行為であ る。 会社間で共謀して 行 う この種の 

犯罪はその効果が 大であ り，実施しやすいとと 

もに，その犯罪の 事実を発見するのが 困難であ 
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る 場合が多い。 この種の犯罪の 例としてほ，製 

品価格を協定して 決定すること ，親会社が子会 

社や関連会社を 通じて行 う 粉飾決算，請負契約 

を計画的にとるために 入札にさいして 業者間で 

行 う 談合 ，監査 ノ、 をまきこんだ 粉飾決算等をあ 

げることができる。 

4)  社内における 管理職や従業員に よ る犯罪 

管理職や従業員が ，個ノ 、 またはグループで 職 

場における立場などを 利用して行 う 犯罪行為で 

あ る。 犯罪の規模は 一般に小さいが ， ときには 

相当額にのぼることもあ り ぅる 。 この種の犯罪 

の発生する頻度は 一般に高い。 この種の犯罪の 

例としてほ， 内部牽制組織のような 経営管理組 

織の不備をつけた 金銭の横領，職務上の 立場を 

利用したリベートの 着服，入札にさいしての 工 

事価格などの 特定業者への 漏洩などをあ げるこ 

・とができる。 

以上に述べたように ，会社犯罪の 主体は ，会 

社 それ自体もしくほその 構成員たる社長や 取締 

役，管理職または 一般従業員等会社やその 内部 

の人間であ ることを特徴とする。 それ故にたと 

え会社に被害や 損害が生じたとしても ，犯罪主 

体が会社外部の 人間だけであ る場合には，定義 

により，そのような 犯罪は会社犯罪の 範 蜻 には 

入らないのであ る。 

(2) 被害者または 犠牲者別分類 

会社犯罪の被害者は ，会社それ自体または 会 

社をめぐる利害関係者であ る。 ここでとくに 会 

社自体が被害者となる 場合について 考えておき 

たいと 居 、 う 。 いま法人擬制 説 に立って株主，債 

権 者，経営者，従業員等を 除いて企業それ 自体 

と L づ ものは存在しないと 考えるならば ，会社 

の受けた被害は 当然のこととしてそのまま 株 

主，債権 者，経営者，従業員等に 対する損害と 

なり，これらの 人達に負担せしめられること ヤこ 

なろう。 これに対して 法人実在 説 に従って， 会 

社 それ自体が株主や 債権 者等の利害関係者から 

独立に存在する 主体であ ると考えるならば ，会 

社がこ う もった被害や 損害はそのま 二会社の角 

担 するところとなる。 会社のこ う もった 被 円や 

損害が，会社のもっている 財力等の 力 で力，一 

できる範囲のものであ る場合には， それは株 

主，債権 者等に及ぶことなく 緩衝されてしまう 

であ ろう。 しかしながら 会社の受けた 被害等が 

相当額にの ほり ，会社の力をもってしてはこれ 
を処理し， 吸収しきれない 程のものであ る場合 

には，その被害や 損害は株主，債権 者，従業員 

等の利害関係者にまでも 及ぶことになろ う 。 こ 

のように考えるならば ，会社日体が 被害者にな 

る場合には，法人の 本質をどのように 認識する 

にせ よ ，結局株主，債権 者，従業員等の 利害関 

係者に対して 被害や損害の 及ぶ可能性の 生ずる 

ことが考慮されることになる。 このように考え 

るところから ，本稿では，会社それ 自体が被害 

老 となる場合についても 考察を加えることにし 

たいと 思、 ぅ 。 

1)  会社が被害者となる 犯罪 

会社それ自体が 被害者となる 会社犯罪には ， 

社長や取締役等 ト ， プ ・マネジメントに よ る会 

社の金の横領や 背任行為，倒産ないし 計画倒 

産，粉飾決算，管理職 や 一般従業員に よ る会社 

の金の横領・ 着服，背任行為，窃盗行為，経営 

者による意思決定の 失敗にょり会社のこ うも る 

損害，経営者や 管理職に よ るライバルとなる 有 

能な人材の左遷・ 追放，管理職の 不行届による 

事故や災害等があ る。 会社がこの種の 犯罪に ょ 

ってこうむる 損害や被害については ， 比絞的 軽 

微 なものは会社が 負担し，吸収することができ 

るが，相当額にのばり ，それが会社倒産など 仁 

及ぶ場合にほ ，株主，債権 者，従業員等にも 負 

担せしめられることになる。 

2)  株主に対する 犯罪 

株主が被害や 損害をこ うが る犯罪には，会社 

の倒産ないし 計画倒産，粉飾決算，経営者の 意 

思決定の失敗により 会社のこうむった 損害， 会 

社 犯罪にょり会社のこうむった 損害等で株主に 

まで及ぶもの 等をあ げることができる。 これら 

の中でも計画的なものをも 含む倒産による 損害 

が株主にとってはもっとも 甚大であ ろう。 
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り 債権 者に対する犯罪 

債権 者が被害者となる 会社犯罪としては ， " ト 

面的なものを 含む倒産，粉飾決算などがあ げら 

れる。 会社に対する 犯罪のうちその 被害が株主 

に負担せしめられるもので ，債権 者にまでも 及 

ぶものは，倒産や 粉飾決算に限られる。 それほ 

法律的には，株主は 会社の所有者であ るが， 俺 

権 者はたんなる 外部の利害関係者にすぎないと 

与えられているからであ る。 

4)  従業員に対する 犯罪 

従業員が被害者となる 会社犯罪は ， Ⅱ内的な 

ものを含む倒産，粉飾決算，社内預金の 取締役 

などに よ る使い込みなどであ る。 経営老の意思 

決定のあ やまり，経営上の 失敗などに よ る経営 

業績の悪化に 対する解決策の 一つとしての 人員 

削減，一時帰休 (lay-o ㊥，労働災害，職業病， 

従業員に対する 人妻管理上の 無策に よ る ソ、 材の 

誤用や浪費なども ，従業員の立場からすれば ， 

会社犯罪に含められるであ ろう。 

5)  消費者に対する 犯罪 

消費者に対する 会社犯罪としては ，有吉食品・ 

薬品その他製品の 製造販売， 欠陥製品の製造販 

売，製品の管理価格の 設定，物資不足に 乗じた 

商品の売 惜 みや値上げ， ソーシャ " ‥ ダノ ビン 

グ，誇大宣伝広告による 虚偽表示のためにこ う 

む る損害等があ げられる。 

6)  地域住民に対する 犯罪 

地域住民に対する 犯罪の典型的なものほ ，大 

気 汚染，有害物質を 含む排液のたれ 流しに よ る 

水質汚濁，異臭の 放出，騒音振動， これらの原 

因による公害の 発生や環境破壊であ る。 さらに 

一定の地域での 新規の工場立地に 先んじて行わ 

れる環境アセスメントにさいしての 虚偽のデー 

タの 揮造 ・公開のごときも ， 会社犯罪にあ げる 

ことができょ ぅ 。 

7)  国家社会に対する 犯罪 

国家社会に対する 会社犯罪としては ，脱税， 

国や地方自治体からの 補助金の不正受給， 公 吉 

0 発生や環境破壊などがあ げられる。 特 。 こ公 色革 

の発生・環境破壊は 地域住民はもとより 同家 礼 

会 全体に対する 犯罪でもあ ることが注目されな 

ければならない。 それは個々の 企業が公 舌 防止 

努フ } を怠、 っ たことの結果として ，工場周辺地域 

住民に対して 被害を与えると 同時に，その ょう 

な公害を抑制防止するための 諸施設等に対して 

社会資本の投資を 余儀なくせしめるような 場合 

にほ，本来企業が 負 う べきそれに要する 財務的 

負担を国や地方自治体に 転嫁せしめることを ，意 

味しているからであ る。 

㈹ 会社犯罪による 被 古の形龍則分類 

会社犯罪による 被害の " ターシは，身体的な 

被害，財産的・ 経済的被害，情報についての 故 

吉 ，環境破壊，名誉や 制度的価値観の 暇 損等多 

側面にわた ， ，ている。 

1)  身体的被害 

人の身体に与えられる 被告には，種々江原 囚 

があ る。 身体的被害をもたらす 会社犯罪として 

は ，有吉食品・ 薬品その他製品の 製造販売，欠 

陥製品の製造販売，公害病，食中毒，管理者の 

不行届に ょ 。 て 発生する事故や 災害，労働災 

害，職業病等様々なものがあ げられる。 

2)  財産的・経済的被害 

会社犯罪に ょ 。 て 被害者が財産的・ 経済的な 

被害を被る形態は 多様であ る。 これには，① 被 

信者が所有していた 財産の価値が 失なわれるも 

の， D- 定の品質価値をも。 た 物に不当に高い 

経済的対価を 要求するもの ，③必要な物資の 入 

丁 困難，   ④取得し ぅ べ き 財産の取得不能等種々 

な " ターシがあ る。 

①の例としては ，会社の倒産に ょ 9 株主や債 

権 者が出資金や 貸付金を失な う 場合をあ げるこ 

とができる。 ②については ，管理価格により 消 

費 老が 不当に高い価格で 商品を購入させられる 

ことが例示される。 ③の例には，品不足にかこ 

つけて買占めを 行， たり，党情みをする 例が該 

当する。 のの場合として ，会社の脱税行為に ょ 

り， 国や地方自治体が 本来徴集し ぅ べき税金の 

取立ができない 例をあ げることができる。 

3)  情報の不正入手 
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現在コンピ，一タ の 開発と普及にょり ， これ 

を用いた情報処理，情報の 蓄積，検索利用等が 
広く行われている。 しかもコンピ ， 一タ ・シス 

テムが発達し ，システム同士が 相互に結合され 

て，互いに蓄積されている 情報を検索し ，利用 

し 合 う ことのできる 仕組がいたるところに 形成 

されている。 これがコンピュータに 記憶されて 

いる情報を不正に 入手し ぅる 余地を与えてい 

る。 また A 社の開発した 製品や製造技術に 関す 

る 情報を， B 社が不正に入手するごと ぎ ケース 

も珍しくない。 企業機密の漏洩，産業スパイ 事 

件などがこれであ る。 この ょう な情報の不正入 

手という形の 会社犯罪ほ，最近たんなる 個人の 

犯罪にとどまらず 会社ぐるみのそれとして 頻発 

するようになっている。 

4) 環境破壊 

企業が公害防止設備を 設置しないために ，公 

害を発生せしめ ，環境を破壊する 例は最近にい 

たるまで日本各地にみられた。 今日では，公害 

関係立法，公害防止協定の 締結等によって ，環 

境基準に達しない 場合には，厳しい 措置がとら 

れるよ 5 になってはいるが ，現実には，公害は 

あ とをたたない。 公害の発生は 人の生活環境を 

破壊し，居住上の 快適さを減殺せしめる。 そし 

てそれほあ る段階にいたると 人々に身体的被害 

を生ぜしめるのであ る。 

5)  名誉や制度的価値観の 鍛 損 

新聞や雑誌等が 中傷記事や誤報によって 他人 

0 名誉を傷つげるようなケースがしばしば 生ず 

る。 また企業が利潤追求に 急なあ まり，不法な 

行為にほしり ，その結果として 自由企業制度や 

貸本主義制度全体に 対する社会的な 信頼を失墜 

させるようなおそれのあ る事件も起っている。 

これは資本主義制度の 根底にあ る価値観を破壊 

するものであ って，会社犯罪の 一つに数えあ げ 

ることができる。 

以上に考察した 2 5 に，会社犯罪はこれを 犯 

罪主体，被害者および 被害の形態の 3 つの側面 

に分けて分類することができた。 ここで気付く 

ことはそれぞれの 分類の箇所において ，同一の 

事項が繰返し 問題とされていることであ る。 だ 

がこれは決して 無意味な重複ではない。 それは 

あ る事実を ， 見る角度を変えて 種々に眺めてい 

ることに起因しているからであ る。 結局，現実 

の会社犯罪は ，以上に述べた 3 つの側面につい 

ての分類要素の 組合せとして 理解され ぅる 。 こ 

の ょう にして，本節においてとりあ げた内容 

は，現実の会社犯罪を 分析する上での 考察の枠 

組みを示して L. 、 るのであ る。 なお， ここでこと 

わっておかなければならないことは ，会社犯罪 

の 3 つの側面における 各分類内容が 決して網羅 

的なものではないことであ る。 これらは各側面 

ヤこ 関して一般に よ くみられる主要な 事項をあ げ 

たものにほかならないからであ る。 

4.  おわりに 

以上本稿においては ，企業の社会的責任との 

関連において ，企業の社会的責任遂行の 側面を 

正の行動ととらえ ， これに対して 会社犯罪を企 

業の魚の行動と 認識することを 基本的視点とし 

て，会社犯罪の 概念規定および 会社犯罪の分 

類を試みた。 これらの作業は ，会社犯罪は ，社 
全科学諸領域において 研究対象として 追究する 

ことに よ り ， 学ぶべ き ことを豊かに 蔵 した反面 

教師であ るという認識を 前提として， この問題 

を研究するための 方法すなわち 考察の枠組設定 

としての意義と 役割とをもっている。 行論が， 

企業の社会的責任という 概念を出発点として 清 

継法的色合いを 濃くもってはいるが ，それは上 

のごとぎ本稿の 性格 づ げから，いわば 必然的な 

ものであ るといわ ほ げればならない。 今後，本 

稿において明らかにしたこの 考察の枠組を 方法 

として用いながら ，会社犯罪についての 実証的 

研究を進めてゆきたいと 考えている。 そこで本 

稿を閉じるにあ たり，会社犯罪をめぐって 究明 

すべき問題点のいくつかを 指摘することにしょ 

以ノ 

会社犯罪というものは ，企業の規模の 大小に 


